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南谷佳寛議長  
 
 
 
 
 
南谷佳寛議長  
 
 
 
 
 
議会総務課課長

補佐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
南谷佳寛議長  
 
藤川議員  
 
 
 
議会総務課課長

補佐  
 
 
 
 
 
 
 
 

             【開会＝午前１０時５１分】 
 

ただいまから全員協議会を開催いたします。会議に先立

ち、報道機関などから傍聴の申し出がありましたら、これ

を許可してよろしいですか。  
 

（異議なし）  
 
では、傍聴を許可いたします。  
それでは、羽島市議会の個人情報保護に関する条例につ

いてですが、お手元に配付しました条例案について、前回

からの変更点の説明を願います。事務局お願いいたしま

す。  
 

個人情報保護条例の関係につきまして、前回、素案をお

示しさせていただいていたかと思います。その中で、第２

５条の関係になりますが、こちら、現在市の執行部が提出

しております議案との関係で、日数に違いがあったという

ことでそこを修正させていただいております。開示決定の

ところで、まず１４日以内というところを執行部のところ

と揃えさせていただいております。もう一つ、第２項も同

じく、こちらも日数を市側の条例案に合わせて修正をさせ

ていただいております。以上となります。よろしくお願い

します。  
 
ただいまの報告について何かご質問はございますか。  
 
この条例案は議会から発議する流れなので、いつ、どの

ような形で発議する流れになるのか、案がありましたら教

えてください。  
 

現在のところ、この条例案につきましてはパブリックコ

メントを考えておりまして、それに約１カ月を要しますの

で、今の見込みでお話しさせていただきますと、パブコメ

の終了、２月上旬頃まではかかるのではないかと考えてお

ります。その後、議会運営委員会におきまして３月定例会

中に発議の手続きをしていただくことになろうかと思い

ますので、最終的には３月定例会中での議決をしていただ

けないかという見込みを持っております。現在のところの

見込みとなります。以上です。  
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南谷佳寛議長  
 
 
 
南谷佳寛議長  
 
 
 
 
 
 
原議員  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
南谷佳寛議長  
 
柴田委員  
 
 
 
原議員  
 

他にご意見はございませんか。  
 

（発言なし）  
 
それでは、この条例案については今後、パブリックコメ

ントを実施していただいて、来年３月定例会で発議する方

向で進めたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 
続いて、議会基本条例の評価、点検について、先日の議

会運営委員会で協議願いましたので、その結果を報告願い

ます。  
 
議会運営委員会から、議会基本条例の達成状況に関する

評価、点検につきましてご報告いたします。１１月２５日

に開催しました議会運営委員会におきまして、議会基本条

例の決定、平成３０年１２月から約４年が経過することか

ら、基本条例第２４条の趣旨に基づき、達成状況に関する

評価、点検について協議の結果、議会運営委員会で行うこ

ととなりました。その後、１２月９日の委員会におきまし

て、点検、評価表としてまとめ、お配りしております。ま

ず、Ａ３の議会基本条例の達成状況に関する評価、点検表

をご覧ください。左から順に条文と解説、評価の視点を列

記しております。評価の対象としたものについては、まず

ご自身の評価として５段階で採点していただき、適宜コメ

ントを書いていただくような構成としております。書きき

れない場合は別紙などでも構いません。スケジュールにつ

きましては、もう１枚別紙をご覧ください。皆さんにはお

手元の点検表をご記入いただき、最終日２３日までに提出

をお願いいたします。その後、１月から２月にかけて、議

会運営委員会で集計、取りまとめを行い、羽島市議会とし

ての評価、点検結果として、３月をめどに皆さんに結果を

公表し、市議会としての取り組みの見える化をしたいと考

えております。皆さんのご理解とご協力をよろしくお願い

をいたします。以上です。  
 
ただいまの報告について何かご質問ございますか。  

 
最終的に評価シートを書かせていただいて、市のホーム

ページとかどこかに載せて公表するものとなるのでしょ

うか。  
 

ホームページ等で公開公表するということです。  
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南谷佳寛議長  
 
 
 
南谷佳寛議長  
 
 
 
 
 
 
川柳議員  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
南谷佳寛議長  
 
藤川議員  
 
 
 

その他何かございませんか。  
 

（発言なし）  
 
ないようですので、基本条例の評価、点検については各

自で行っていただき、２３日の最終日が提出期限でござい

ますので、提出期限を厳守していただきますようよろしく

お願いいたします。  
次に、意見交換会の結果について、広報広聴委員会より

報告願います。  
 
それでは、広報広聴委員会から意見交換会の総括につい

てご報告を申し上げます。１２月１日に開催いたしました

広報広聴委員会において、１１月１９日に皆さんと一緒に

行いました意見交換会におきまして、参加者アンケートの

集計結果、両面ございます。そして、皆さんにご記入いた

だきました振り返りシートの集計結果の取りまとめを行

い、広聴の結果として、議長へ報告させていただきました。

そして今、皆さんのお手元には、参加者アンケートの集計

結果、これが両面、と振り返りシートの集計結果、そして

各班の記録担当の議員からいただきました報告書を出力

したもの、グループワークで模造紙に作成して発表した成

果を記入したものを配布しておりますのでお目通しをお

願いいたします。アンケートの結果からは、概ね好印象か

と見受けられますが、自由記述においては、意見交換会の

実施後のフォローという点で、いくつかのご意見をいただ

いております。これは過去の意見交換会でも、あれからど

うなっていましたか、あれからどうしましたかというよう

な意見もございました。そうした、これらの見える化につ

いては、令和元年度と同様に今後の課題になっていくとい

うふうに見受けられます。そうしたことを考えながら、こ

れからは見える化について取り組まなければいけないと

思っていますが、以上、結果報告といたします。これらの

結果につきましては、次回開催の参考にしたいと考えてお

りますので、よろしくお願いを申し上げます。以上です。 
 

ただいまの報告について何かご質問はございませんか。 
 

意見交換会のときに、写真ＮＧの方いますかとか、こう

いうのを公表しちゃまずいという方いますかと多分お尋

ねになられたと思うんですけど、その後でこれは私はやめ

てくださいと申し出のあった方はいらっしゃいますか。  
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川柳議員  
 
南谷佳寛議長  
 
 
 
南谷佳寛議長  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議会総務課長  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
委員長の私に対してはありません。  
 
その他何かご質問、ご意見がございましたら。  
 

（発言なし）  
 
ただいま広報広聴委員長からの報告にもありましたが、

意見交換会の実施後のフォローという点、これらの見える

化に市議会として取り組む必要があると考えます。この後

開催されます正副委員長会議にて取り扱いの方向性につ

いて協議し、３月をめどに市議会として、結果の公表に向

けて取り組んでいきたいとと考えていますのでよろしく

お願いいたします。  
次に、事務局よりタブレット端末について連絡事項があ

ります。事務局ご報告願います。  
 

議会改革特別委員会で議会のＩＣＴ化ということで、タ

ブレット端末の導入について協議されており、議会からは

９月定例会におきまして、令和５年度予算で要望しており

ましたペーパーレス化を推進するための予算ということ

で、タブレット端末の方の導入を要望しておりましたが、

執行部との協議を続けました結果、財源の確保の関係で１

２月定例会最終日の追加議案として上程されることとな

りました。タブレット端末導入にかかる費用は新型コロナ

の臨時交付金が充てられる予定であります。タブレットは

１２．９インチ以上のもので、台数は２２台、付属でタブ

レットのカバーと液晶保護フィルム、タッチペンがつきま

す。タブレットの銘柄の指定は特にはいたしません。また、

タブレットは庁内だけではなく、ご自宅や視察時など、外

出先での利用もあることから、セキュリティ対策としてデ

バイスを管理し、端末を集中一括管理できるようにいたし

ます。それにより、紛失時の遠隔操作やアップデートなど

ができるようにいたします。導入時期につきましては１２

月定例会最終日に追加議案が可決されましたら、１月から

入札、契約の手続きを進め、３月中に納品される予定であ

ります。実際に議会でタブレットを利用していただきます

のは来年度の５月以降となります。導入後はタブレットで

議案等を見ていただくことはもちろんのこと、資料へのメ

モ機能、オンライン会議、議員の皆様へのお知らせができ

るようにする予定であります。以上でございます。  
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南谷清司議員  
 
 
議会総務課長  
 
 
 
 
南谷清司議員  
 
 
議会総務課課長

補佐  
 
 
 
 
 
 
南谷清司議員  
 
 
 
 
議会総務課課長

補佐  
 
 
 
南谷清司議員  
 
 
 
 
藤川議員  
 
 
 
 
 
 
 

お尋ねですが、ＯＳはウインドウズかアンドロイドか、

ｉＯＳ、どちらなんですか。  
 
特に指定は行わない予定なんですけれども、価格の安い

方が落ちる形となりますので、一応試算としてはｉＰａｄ

とウインドウズの方はＳｕｒｆａｃｅで挙げております

けれども。  
 
仕様書で指定しない理由は何かあるんですか。通常は仕

様書で指定するものだと私は思うんですが。  
 

いわゆる銘柄指定、例えばｉＰａｄと書くとなります

と、私の認識では銘柄指定は随意契約になってしまいます

ので、一応仕様書の中には基本的な性能等を示した上で、

ある程度の機種のものを選定してもらえるように書くと

ころでありますので、今のところそういう形で、そういう

事情があって、特に銘柄、機種は今のところ指定していな

いという言い方をさせていただいております。  
 

私の認識では、ＯＳの指定は随契該当じゃないと思うん

ですけど、銘柄指定でもないので、ウインドウズにしても

アンドロイドにしてもこれだけ広く出ていますので、確か

セーフのはずだったと思うんですが。  
 

そのあたりも含めまして、現在、仕様書についてはまだ

完成しておりませんので、契約担当部局等とも確認をしつ

つ、そのあたりは今後進めていくということでお願いした

いと思っております。  
 
ＯＳについては、使い勝手にとても大きな影響を及ぼし

ますので、ぜひとも議会の方に相談していただいてから、

決定していただけるとありがたいと思いますのでよろし

くお願いします。  
 

私からも一言、仕様書をこれから作成されるということ

ですけれども、現在、市の方で使っているシステムですと

か、そういったものとリンクができるように、市の方はこ

れを使っているけど、議会はこれを使っているの、別のも

のを使うとかとなる、それはそれで不具合が出るといけま

せんので、そういったことのないような仕様書としていた

だけたらという希望を申し添えておきます。  
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近藤議員  
 
 
 
 
 
議会総務課長  
 
 
近藤議員  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
藤川議員  

内容的なことではないですけれども、何か追加議案で出

されるんですか、最終日に。今ある追加議案ではなしに、

また追加議案という形なのかな。それは事前に議運とか何

か報告がありますから、追加議案はどんなものが出るんで

すか。喋れる範囲内でいいですけれども。  
 

他の部署のことはわからないですけど、今申し上げまし

た補正予算について、他は聞いておりません。  
 

何が言いたいかというと、本会議で当初の議案が出て、

それから追加議案が出て、それからまたこれ追加議案が出

るということですが、日数的に、その追加議案はやはり最

初の日の追加ということでしていただかないと、おそらく

その追加議案は委員会付託が省略されると思うんですよ、

おそらく最終日でしょ。我々が何を思うかというと、悪い

考え方じゃないですよ、１日で委員会付託を省略される

と、きちっと審議できないわけですよ、そういう手法でや

られると、私もその時に質問するかどうかわかりません

が、当然市長から提案があって、それから担当部長の説明

がある、詳細説明があると、それから休憩に入って、１０

分か１５分ぐらいで質問ないですかという形になって、委

員会付託を省略して採決という手続きになると思うんで

すが、進め方がどうもおかしいといいますか、委員会付託

を省略するということは、議長にも言っておきますけど、

そういうことをされると、１２月議会２３日でしょう、終

わるのが、そんなに半月ちょっとで終わる期間で追加で出

されて、本当に追加で出されるのは緊急性を要するものだ

と思っているんです。例えば災害が起たりとか、そうでな

ければ、やはり当初の追加でやっていただいて、それから、

委員会付託して、委員会でしっかり議論して、それから

我々はその時できちっと意見を述べて、採決に臨むという

ことをしたいと思いますので、どういう訳で追加にされる

かわかりませんけれども、そういう年末の追加であれば、

職員の給料を遡ってやるのを最終日に決めるとか、そうい

うことありましたけども、ちょっと最終日に追加で出され

る内容はわかりませんけれども、議長、そういうことが二

度と起こらないように、内容はわかりませんけども、議案

をしっかり議論ができるように進めていただきたいと思

います。これ強く要望しておきます。内容まだ見てないの

でわかりませんけど。  
 
近藤議員おっしゃられるのは本当に、しっかり内容を吟
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議会総務課長  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
藤川議員  
 
 
 
 
 
 
 
南谷佳寛議長  
 
 
 
近藤議員  
 
 
 
 
 

味したいというのはごもっともだと思いますので、もう１

回確認しますけど、今議会事務局で考えてみえるのは、１

月に契約をしないと、多分ｉＰａｄにしてもＳｕｒｆａｃ

ｅにしても納品まで結構時間がかかるんですね、契約して

からすぐ手に入るものではなくて、どうしても時間がかか

ってしまうので、３月の納品というスケジュールをさっき

お話をいただいたんですけど、それで実際に使えるように

なるのは５月以降という、つまり改選後を見てのことだと

思うんですけど、そのころに皆さんにタブレットをお配り

できる、使えるようにしたいというそのスケジュール感が

まずあって、それをやろうとするとどうしてもこの１２月

の最終日には補正予算を上げておかないと間に合わない

ような感じですか。  
 

財源の確保の関係になるんですけれども、タブレットの

導入にかかる費用は新型コロナ臨時交付金が充てられる

予定ということを聞いております。それを充てるというこ

とになりますと、今年度中にタブレットを導入ということ

になります。そうなりますと、今藤川議員おっしゃった通

り、逆算していきますと、１月から入札の手続きに入って、

それで３月に納品ということで今年度中に入るという形

になりますので、今回最終日でありますが、上げさせてい

ただくこととなりました。  
 

スケジュールについてはよくわかりました。ただ、やは

り近藤議員言われる通り、内容はしっかり、議会から上げ

る補正予算とはいえ、ちゃんと吟味したいというのはその

通りだと思いますので、仕様書の内容も含めて、ちょっと

急がせることになって申し訳ないですけど、私達にお示し

いただけるとありがたいと思いますよろしくお願いいた

します。  
 

他はいいですか。  
 
（発言なし）  
 

その他の時間をお借りしまして、先週議長に全員協議会

でお願いして、羽島市長  松井聡、それから県会議員  藤本

恵司、それから羽島市議会議長  南谷佳寛の連名で株式会

社中日岐阜サービスセンターで新聞折込広告についてと

いうことで、書面で出していただくようにお願いしまし

た。それで、今日皆さんレターケースの中見ていただいた
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南谷佳寛議長  
 
 
近藤議員  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
南谷佳寛議長  
 
藤川議員  
 
 
 
 
 
 
 

と思いますけど、皆さん持ってみえますか。それで先ほど

議長に言いましたけど、私が聞き取り調査したときには２

枚の書類がありました。１枚の書類がまだ足りませんの

で、先ほど議長室で再度お願いして、その２枚目も必ず出

してくださいというお願いしてきましたけど、この辺はど

うですか、議長。  
 
出しません。とりあえず言われたものは出しましたの

で。  
 
２枚目が肝心なんですよ、２枚目が、２枚目僕見てます

よ、２枚目は特定の議員さんが書かれた新聞、第何号、第

何号ということがずっと書かれてですね、そういったもの

を市長と、それから全く関係ない藤本県議、それから議長

が勝手に出したと、そういうことをやられていますよ。県

会議員さんなんかがこれ出していいんですか、こんなこと

を。県会議員さんもこんな人の新聞を押さえ込むようなこ

とをやるなら、自分は１回も出してないですよ、彼は、新

聞をまともに、羽島市の代表者で、これは文句を言う場所

じゃありませんけど、まず議長、これ出してくださいよ、

書類を約束してくださいよ、皆さんの前で。これで新聞折

込の会社の方が私に、新聞の折込の収益が下がって、営業

妨害されたと言っていますよ。そんなことやっていいんで

すか。言論の自由を押さえたと思われることやられたんす

よ、この３人が。これ共産党などいろんなご意見あります

けど、これ党派が違って、公明党さんとか自民党さんとか、

それから立憲民主党とか党派が違って、それぞれの主義主

張はそれぞれ国、政府と全く違う、市役所の市長と全く違

う、そんなことを折り込みに書いたって何の問題ないんで

すよ。議長わかりますか。だからもう１枚の肝心のやつを

出してください。約束してください。  
 
いや、出しません。  
 
近藤議員からお話がありましたのが、２枚目がどうもあ

るという話で、ある議員の方のことが書かれている。そも

そもこれは松井市長と藤本県議と南谷佳寛議長が３人で

連名で質問状を出されたと、２つの質問が書かれていて、

見解をお聞かせくださいと書いてあります。そもそもの

話、この３人の名前の入った質問書を出されたのか出され

んのかという話があって、それを示してくれと言われて、

議長は現に文書ボックスに入れて示してくださったわけ
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南谷佳寛議長  

ですけど、今確認する限り、近藤議員もおっしゃいました

けど、質問書なんですよね、言論の自由を抑え込むとかと

いう発言もありましたけど、内容を読んでいきますと、日

本新聞協会の新聞折込広告基準や中日新聞社の新聞折込

広告取扱基準に反するのではないかというようなところ

から、その関係で質問をしているという内容であって、そ

の基準というのは、それぞれの協会であったり中日新聞社

が定めているもの、あるいは中日岐阜サービスセンターも

取扱基準というものを示していて、その基準に照らしたも

のですかということを聞いているだけで、これが言論の自

由を抑え込むとかそういったものかといったら全然違う

わけですよ。何の法的にも問題のない質問文章が、ここで

ちょっと疑問が生じるわけですけれども、松井市長と藤本

県会議員と南谷佳寛議長が株式会社中日岐阜サービスセ

ンター宛に出された質問書であるんですね、これがどうい

うわけか第三者がこの質問したことを知るところになり、

またその第三者がこの羽島市議会の全員協議会という場

でこれが問題ではないかという、営業妨害ではないかとい

う話を取り上げたわけですよね。これは中日岐阜サービス

センターさんしか知らない情報がどういうわけか漏れた、

中日岐阜サービスセンターの情報管理、内部ガバナンスの

問題であって、それがなぜこの羽島市議会全員協議会で営

業妨害だという話を取り上げるんだということで、この営

業妨害云々という話があるのであれば、それは被害を受け

たと主張される方がされた方に直接するものであって、羽

島市議会全員協議会の場で話し合うことじゃないんです。

私から一言申し上げるとすれば、この今回の一件は、株式

会社中日岐阜サービスセンターの内部の情報、問い合わせ

情報がどういうわけか漏れてしまった、その関係、経緯を

よく知る方がいらっしゃるようですので、もし内部で調査

をされたとして、おそらく調査をされるでしょうから、そ

の時には内情をよく知る人たちは全面的に協力をされる

ことを望むものであります。以上です。  
 
まずこの書類見てください。１番、これまで別紙のチラ

シが折り込みされております。２番目、別紙のチラシの内

容についてと書いてあるんですよ、ということはこれ１枚

じゃないのは明らかでしょう。それからもう一つ、議長、

これは全部中身を把握してみえますか。議長答えてくださ

い。  
 

把握しています。  
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把握しているということは２枚目もあったということ

ですから、必ず出してください。よろしいですか、手元に

ありませんか。  
 

ありません。  
 
必ず出してください。それと、これはどこへ出されまし

たか教えてください。  
 
折込センターに出しました。  
 
折込センターだけですか。  
 
はい。  
 
間違いないですか。間違いないですね。  
 
この文章は折込みセンターに出しました。  
 
この内容のことを議長、どこへ出されましたか。このよ

うな内容のことを。  
 
そこに書いてあるところに出しました。  
 
他に出されませんでしたかと言っているんですよ。  
 
この文章はよそには出していません。  
 
出していませんか。このような内容ですよ、宛先じゃな

いですよ。中日新聞岐阜支局に出されていませんか。  
 
答える必要はありません。  
 
なぜ私がそういうことを言うかと言いますと、これ今年

になって２回目なんです。こういう新聞の折込センター、

中日新聞本社へ抗議を申し入れた。２回目なんですよ、今

年になって、現実に被害を私は被っていますよ。私は今年

１月にも出そうと思いました。印刷して作りましたよ。１

回目は出せました。２回目、中日折込センター岐阜支局行

かれました。議長も行かれたと思うんですが、とにかくそ

のお陰で私の折込のチラシは出せんということですよ。中
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身が悪かったら別ですよ。中身は問題ないのに何で出せん

のかということはどういうことかと言ったら、圧力がかか

っているということですよ。ということは販売店は不利益

を被っているということですよ。私も不利益を被っていま

すよ。  
 
今粟津議員がいろいろお話になられましたけど、１回目

は折込みができたんですね、２回目はできなかった、その

折込みができない判断をしたのは誰なんですか。中日岐阜

サービスセンターではないんですか。内部の規定に照らし

て規定に合わなかったからできないという、そういう話じ

ゃないんですか。できないということを判断したのがどこ

なのか、もし圧力がかかったと言われるなら、中日岐阜サ

ービスセンターが圧力をかけられたから粟津議員の新聞

を止めましたとおっしゃっているんですか、中日岐阜サー

ビスセンターさんが、そこが大事なんですよ。  
 
実はですね、中日折込センター、許可が出ていても、営

業部として、ちょっと今の時期では無理ですよと、こうい

うことなんですよ。言われましたよ部長が、中身見て悪い

ですかと、この新聞の、これ何か抵触していますかと聞き

ましたよ、何の問題もございませんと言ったんですよ部長

は、けど今の時期は頼むからやめてくださいと、こういう

ことなんですよ、これどう思われますか。  
 
どう思われますかと聞かれたので、営業部長が今の時期

にはやめてくださいと言われて、営業部長からやめてくだ

さいという依頼を粟津議員が受けられて、粟津議員がその

通りにやめたということですよね。  
 
私は断られました。  

 
少し戻りますが、藤川議員の先ほどの発言、漏れてしま

ったということを言われました。漏れる前に、南谷佳寛議

長、議長名ですよ、我々が知っていて当然なんですよ。議

長は議員の代表ですので、漏れてしまったというその言葉

自体、私は訂正してほしいと思います。それから、別紙の

チラシというのは、別紙というのはこの資料と一体です

よ。別紙のチラシを見て、この見解をお聞かせくださいと、

だから別紙を見てからしか見解は言えないはずです。だか

ら、それを求めているんです。だから、別紙は一体になっ

ているわけですので、当然示されて然るべきです。だから
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当然、これと同時に私はいただきたかったと、当然出しく

ださいということです。それからもう一つ、回答をお聞か

せくださいというふうになっている。回答はどうであった

かということを議長にお尋ねをいたします。  
 

明確な回答はいただいておりません。  
 
ちょっと疑問をお聞きしたいんですけれど、先ほどから

この紙出していただきまして、読まさせていただいた限り

では、先ほど堀議員さんたち皆さんおっしゃっていますけ

れども、この別紙のチラシがこれと別についているという

ふうに言われますけれども、この文で見ると、これまでに

別紙のチラシが折り込まれたということですので、これだ

けかなというふうに思うんですよ。近藤議員知ってるの

に、あのときには出してくださいだけで２枚見てるんだっ

たら２枚あるとあのときに言われればいいことじゃない

ですか。  
 
先ほどの堀さんの話からちょっとあれなんで、もう１回

ちょっと整理させてください。元々１１月１８日に全員協

議会で近藤議員がお話されたときには、議長の肩書が使用

されているというようなお話が発端で、その次の１２月１

日のときにはなぜか言論の自由どうのこうのという話に

なってきたのであれだけど、堀議員言われたポイント一つ

ありました、議長の肩書きが使用されていると、この肩書

き使用なんですけど、これ法的何か問題があるとか、議長

が議会の同意なく文書に議長名を入れるというのは何か

羽島市議会のルールで規制されているのか、それはあるん

ですか。私調べた限りないんです。それをもし作るとなる

と、例えば議長が祝電なり弔電なり何か手紙を出す際にも

議会の同意が要るとか、例えば極論で名刺を配る際にもい

つ誰に渡しますなんていう、そういった議会の同意が必要

になってきちゃう。今回の件も肩書なんですよ。南谷佳寛

という羽島市議会の議長という肩書きの人が質問書を出

したんです。議会として出したものではないので法的には

問題ないですし、議会の同意が必要かとすると、それも必

要ないです。それをしなきゃいけないという決まりもない

んです。  
 
今言った名刺を渡すとか、そういうものとは全然違う次

元の話なんです。要は相手に対して、中日サービスセンタ

ーに対して、こういう回答をくださいと、こういうことが
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ありましたと、これはまるっきり普通の議長の職務の想定

を越えてやられたことなんです。だから、今言ういろんな

ところに挨拶して名刺を渡すとか、それとは全然違いま

す。だから、あとのものについては、これは大体想定の範

囲内でのやりとりなら当然やられて、いちいち了解する必

要はないわけです。これはそうではないわけです。  
 

こういう問題は議長がこれ取りまとめないといけない

わけなんです。いつも言いますけど、執行部と議会は代表

二元制ですから、それから、議会については、議長が仲裁

に入って両方まとめる、いろいろこんな喧嘩話じゃないん

ですけど、お互いに言い合っていることやなしに、それは

それとして、もっと冷静に良いのか悪いのか十分議論し

て、その結果としてやる、議長は俺らの見方やでとか、今

はそんな感じですよね、そういうふうに指名されとる方に

してみると大変だからという、こんなことでは本当に議会

が恥ずかしいと思いますよ。極端なこと言うなら、こんな

議会はなくてもいいと思う、はっきり言って、それぐらい

議長というのは責任があるわけなんですよ。その議長さん

が議会報とか、あるいは当然この問題についても、次があ

るわけですよ、２枚目が、チラシの内容と書いてある。な

ぜそういうものが出せないのか、出せないということは、

明らかに常識でいくと、悪い、やましいことやっている、

そうそういうふうにとれるわけですよ。やましいというよ

うなふうに、ですから、出すべきものは出して、そしてそ

れをたたき台にして、議会で議論したらどうですか。私は

全てそういうふうにしなきゃだめだと思いますよ、議会

は。どうですか議長。  
 

すみません、これ何の会なんですか、全協閉じられまし

たよね、閉めるなら閉めてくださいよ。当事者でやってく

ださい。質問状でしょう、示したでしょう皆さんに、文書

箱に入れたんでしょう。申し訳ないけど、議長は全協を閉

められたんですよ、当事者でやってくださいよ。  
 
当事者でやりましょう。議長はとにかくこういう嘘とか

こういうことをやったらあかんですよ。もっと透明性を持

ってやらないと、いいですか。それからもう一つ別件で言

いますが、先般の一般質問、そのときに今の旧庁舎の問題

が公表されました。あの関係についても、私はあくまで議

会軽視だと思っています。当然、ああいう問題については

事前に議会の報告がなければいかん、これ常識の問題なん
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ですよ。そんなことやらんでもいいとか、そういうことじ

ゃないんですよ、常識の問題。それで、そういう関係につ

いても議長は、事前に聞いてみえたのかどうか、議長、聞

いてみえたんですか。  
 
聞いておりません。  

 
聞いておりません、そうすると執行部がああいうふう

に、藤川議員に発表したということで、これはいいわけで

すね。これに対して、議会軽視とは皆さん思われんわけで

すか。こんなことばっかりやられとったら議会いらへんで

すよ、そう思いませんか。まず議会軽視の問題、これを必

ず近日中に議論してください。  
 
最初の話に戻りますけど、書類が２枚目もありますの

で、必ず出してください。それから、またちょっと時間が

ありませんけど別件で、１２月１０日付けで、約３３７億

円でごみ処理施設の落札者が決定いたしました。紙切れ１

枚で我々のところへ届きましたけど、３３７億円というこ

とになると、単純計算してもおそらく半分ぐらい補助出る

としても１６０億、それの６０億ぐらいかそれ以上おそら

く羽島市の負担になると思います。それで、来年の組合議

会で入札の関係でお金の方も決まってくると思いますが、

当然３３７億円ということで落札業者が決まって、日立で

したか、決まってきましたけれども、その例えば積算根拠

とか、それから、それから、当然地域貢献策的なものも出

さないと、この３３７億円の数字は出てこないと思います

ので、早急にごみ処理施設建設特別委員会を開催していた

だきたいと思います。それで、いつも一般質問すると、一

般事務ではないということですが、私ども羽島市からも先

ほど言いましたけど多額な費用を出すこと、それから地域

貢献策、それから後の維持管理、相当かかると思いますの

で、特別委員会の委員長は議長ですので、早急に特別委員

会を開催していただきたいと思います。それで、事務方が、

我々で説明できないということであれば、白木市長のとき

も発言しましたけど、組合の職員が来て、しっかりと説明

いただくように強く要望しておきます。以上です。  
 

近藤議員の発言の前に山田議員から、議会軽視ではない

かと、これについて議会で揉むべきでないかという話があ

ったんですけど、これは山田議員の考え方がそうなんだな

と思いますけど、羽島市議会の本会議という一番正式ある
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いは格式の高い場で、執行部が議員全員に対して、あるい

は傍聴者も含めて説明をしたことは一番重要な会議で話

をした、発言をした、発表した。これが議会軽視だという

のは、私はいささか穿った見方ではないかと考えます。こ

れについて議員全員の意見を聞きたいとか、私はそれぞれ

の議員が思っていることはあると思いますが、それはする

必要ないと思います。議長にそう申し上げておきます。  
 
終わります。  
 

【閉会＝午前１１時４３分】  
 


